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告　　　　　示

○まあじ、まいわし太平洋系群及びかたくちいわ
　し太平洋系群に関する令和８管理年度における
　知事管理漁獲可能量………………………………（漁業管理課）６
　　　病院局公告
○落札者等の公告（２件）……………………………………………６
　　　選挙管理委員会告示
○令和７年７月20日執行の参議院宮崎県選出議員
　選挙に係る候補者の選挙運動に関する収支報告
　書の要旨………………………………………………………………７
○令和７年９月28日執行の宮崎県議会串間市選出
　議員補欠選挙に係る候補者の選挙運動に関する
　収支報告書の要旨……………………………………………………14
　　　内水面漁場管理委員会指示
○漁業法に基づく指示…………………………………………………16

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁
　　　告　　　示
○生活保護法に基づく医療機関の指定……………（福祉保健課）１
○生活保護法に基づく指定医療機関の廃止の届出…（　　〃　　）１
○救急病院の認定……………………………………（医療政策課）１
○指定障害福祉サービス事業の廃止………………（障がい福祉課）１
○保安林の指定予定の通知（12件）………………（自然環境課）２
○保安林の指定施業要件の変更予定の通知………（　　〃　　）４
○道路の区域の変更（３件）………………………（道路保全課）４
○道路の供用の開始（３件）………………………（　　〃　　）５
○道路の占用を制限する区域の指定………………（　　〃　　）６
　　　公　　　告

宮崎県告示第９号　　　
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第49条（中国残留邦人等の
円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶
者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定により、
医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当させる機関を次のと
おり指定した。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

名　　称 所　　在　　地 指定年月日

井上歯科 都城市姫城町25街区38
号

令和７年11月１日

ニシムタ薬局五十
市店

都城市五十町2375－５
スーパーセンターニシ
ムタ五十市店内

令和７年12月１日

友愛薬局 延岡市中央通２丁目２
－８

令和７年12月１日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第10号　　　
　生活保護法（昭和25年法律第 144号）第50条の２（中国残留邦人
等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定
配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第
４項においてその例によるものとされた場合を含む。）の規定によ
り、指定医療機関から次のとおり廃止した旨の届出があった。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

名　　称 所　　在　　地 廃止年月日

井上歯科 都城市姫城町25－38 令和７年10月31日

大貫内科 延岡市大貫町５丁目16
46番地１

令和７年９月30日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第11号　　　
　次の医療機関を、救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第
８号）第１条第１項に規定する救急病院と認定した。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　名称及び所在地

名　　　　　称 所　　　　在　　　　地

都農町国民健康保険病
院 児湯郡都農町大字川北5202

２　救急病院の認定の有効期間
　　令和８年２月１日から令和11年１月31日まで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第12号
　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（
平成17年法律第 123号）第46条第２項の規定により、指定障害福祉
サービス事業の廃止について次のとおり届出があった。
　　令和８年１月７日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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事 業 所
番 号

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 所

指 定 障 害 福 祉
サ ー ビ ス 事 業 者 廃　止

年月日

サービスの

種 類名　　　称 所　在　地 名　　　称 主たる事務
所の所在地

4510300892 訪問介護サービス
ななせ

延岡市日の出町２
丁目３番地２

株式会社ななせ 延岡市日の出町２
丁目３番地２

令和７年12月31日
　　　　　　　　

居宅介護、重度
訪問介護、同行
援護

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第13号　　　
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　西諸県郡高原町大字広原字木場野
　5932－１、5932－５、5932－６、5932－14、5932－15
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　　字木場野5932－１、5932－６・5932－14・5932－15（以上
　　　３筆について次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び宮崎県西諸県農林振興
　局並びに高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第14号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　児湯郡西米良村大字小川字古川 3
　08、 314－１
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
　部自然環境課及び宮崎県児湯農林振興局並びに西米良村役場に備

　え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第15号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　児湯郡西米良村大字村所字平瀬 7
　75－７
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
　部自然環境課及び宮崎県児湯農林振興局並びに西米良村役場に備
　え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第16号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　児湯郡木城町大字石河内字糸山 7
　32、 733、 736、 739
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度
　　　次のとおりとする。
　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
　部自然環境課及び宮崎県児湯農林振興局並びに木城町役場に備え
　置いて縦覧に供する。）
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宮崎県告示第17号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　児湯郡木城町大字中之又字松尾３
　－７
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度
　　　次のとおりとする。
　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
　部自然環境課及び宮崎県児湯農林振興局並びに木城町役場に備え
　置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第18号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　児湯郡木城町大字中之又字松尾６
　－３
２　指定の目的　水源の涵

かん

養
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度
　　　次のとおりとする。
　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
　部自然環境課及び宮崎県児湯農林振興局並びに木城町役場に備え
　置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第19号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　小林市南西方字黒沢津肥6488－３
　、6489－１、6490、6492、6492－乙、6492－丙、6497、6497－１
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
　部自然環境課及び宮崎県西諸県農林振興局並びに小林市役所に備
　え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第20号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　小林市南西方字黒沢津肥6595－乙
　、6596、6598、字西木場7360－２、7360－５から7360－８まで、
　7360－16、7360－18、7361、7361－１、7361－２、7362
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
　部自然環境課及び宮崎県西諸県農林振興局並びに小林市役所に備
　え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第21号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　小林市南西方字山仁田7280から72
　82まで・7283－１（以上４筆について次の図に示す部分に限る。
　）
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
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　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び宮崎県西諸県農林振興
　局並びに小林市役所に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第22号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　小林市南西方字西木場7342－77・
　7342－81・7342－83・7342－84（以上４筆について次の図に示す
　部分に限る。）、7342－87
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び宮崎県西諸県農林振興
　局並びに小林市役所に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第23号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ
った。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　小林市（国有林。次の図に示す部
　分に限る。）
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　　小林市（国有林。次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種は定めない。
　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び宮崎県西諸県農林振興
　局並びに小林市役所に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第24号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第29条の規定により、農林水産
大臣から、次のとおり保安林の指定をする予定である旨の通知があ

った。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　保安林予定森林の所在場所　児湯郡西米良村大字小川字沢水 1
　20、 127、 146
２　指定の目的　土砂の流出の防備
３　指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を宮崎県環境森林
　部自然環境課及び宮崎県児湯農林振興局並びに西米良村役場に備
　え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第25号
　森林法（昭和26年法律第 249号）第33条の３において準用する同
法第29条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林の指定
施業要件を変更する予定である旨の通知があった。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所　西諸県郡高
　原町大字広原字木場野5932－３、5932－４、5932－13
２　保安林として指定された目的　水源の涵

かん

養
３　変更後の指定施業要件
　⑴　立木の伐採の方法
　　ア　次の森林については、主伐は択伐による。
　　　　　字木場野5932－３・5932－４・5932－13（以上３筆につ
　　　　いて次の図に示す部分に限る。）
　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
　　ウ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所
　　　在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
　　　以上のものとする。
　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種
　　　次のとおりとする。
　　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関
　係書類を宮崎県環境森林部自然環境課及び宮崎県西諸県農林振興
　局並びに高原町役場に備え置いて縦覧に供する。）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第26号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和８年１月８日から同年同月22日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
�メートル�

延　長

�メートル�

国道  265号 児湯郡西米
良村大字板
谷字折戸 1
02番６地先
から同郡同
村同大字同
字 102番６
地先まで

旧  4.1～
 4.9

32.3

新  4.1～
 8.5

32.3

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第27号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和８年１月８日から同年同月22日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
�メートル�

延　長

�メートル�

６ 県道 日之影
宇目線

西臼杵郡日
之影町大字
見立字森よ
り西南1956
番５地先か
ら同郡同町
同大字字川
の詰2357番
３地先まで

旧  4.4～
11.6

 134.0

新  9.0～
16.0

 134.0

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第28号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第１項の規定により、道
路の区域を次のとおり変更する。
　なお、関係図面は、令和８年１月８日から同年同月22日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間

新旧

の別

敷地の
幅　員
�メートル�

延　長

�メートル�

24 県道 高鍋高
岡線

児湯郡新富
町大字新田
字下谷川 1
7958番１か
ら同郡同町
同大字字中
原 17180番

旧 　10.4～
　17.4

 245.3

新 　15.0～
 116.8

 245.3

16地先まで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第29号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道
路の供用を次のとおり開始する。
　なお、関係図面は、令和８年１月８日から同年同月22日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間 供用開始の期日

国道  265号 児湯郡西米
良村大字板
谷字折戸 1
02番６地先
から同郡同
村同大字同
字 102番６
地先まで

令和８年１月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第30号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道
路の供用を次のとおり開始する。
　なお、関係図面は、令和８年１月８日から同年同月22日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣

路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間 供用開始の期日

６ 県道 日之影
宇目線

西臼杵郡日
之影町大字
見立字森よ
り西南1956
番５地先か
ら同郡同町
同大字字川
の詰2357番
３地先まで

令和８年１月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第31号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第18条第２項の規定により、道
路の供用を次のとおり開始する。
　なお、関係図面は、令和８年１月８日から同年同月22日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
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路線

番号

道路の

種　類
路線名 区 間 供用開始の期日

 309 県道 川床日
向新富
停車場
線

児湯郡新富
町大字新田
字瀬ノ口 1
8255番７地
先から同郡
同町同大字
字湯之宮 1
8608番６地
先まで

令和８年１月８日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宮崎県告示第32号
　道路法（昭和27年法律第 180号）第37条第１項の規定により、次
のとおり道路の占用を制限する区域を指定する。
　なお、関係図面は、令和８年１月８日から同年同月22日まで宮崎
県県土整備部道路保全課において一般の縦覧に供する。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
１　道路の種類及び路線名並びに占用を制限する区域

道路の種類 路線名 占用を制限する区域

国道  265号 児湯郡西米良村大字板谷字折戸 102番
６地先から同郡同村同大字同字 102番
６地先まで

２　制限の対象とする占用物件
　　新たに地上に設ける電柱（占用の制限の開始の期日より前に占
　用を認められた電柱の更新又は移設によるもの及び県が認めた仮
　設電柱を除く。）
３　占用を制限する理由
　　緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場
　合における被害の拡大を防止するため。
４　占用の制限の開始の期日
　　令和８年１月23日

公　　　　　告

　漁業法（昭和24年法律第 267号）第16条第１項の規定により、ま
あじ、まいわし太平洋系群及びかたくちいわし太平洋系群に関する
令和８管理年度における知事管理漁獲可能量を令和７年12月23日付
けで次のとおり定めたので、同条第４項の規定により公表する。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎県知事　河　野　俊　嗣
　まあじ、まいわし太平洋系群及びかたくちいわし太平洋系群に関
する令和８管理年度（令和８年１月１日から令和８年12月31日まで
の期間をいう。）における知事管理漁獲可能量（漁業法第16条第１
項に規定する知事管理漁獲可能量をいう。）は、次の第１、第２及
び第３の表の左欄に掲げる知事管理区分ごとに、それぞれこれらの
表の右欄に掲げる数量とする。

第１　まあじ

知事管理区分 数　量

宮崎県まあじまき網漁業 3,261トン

宮崎県その他のまあじ漁業 現行水準

知事管理区分 数　量

宮崎県まいわしまき網漁業 9,263トン

宮崎県その他のまいわし漁業 現行水準

第２　まいわし太平洋系群

第３　かたくちいわし太平洋系群

知事管理区分 数　量

宮崎県かたくちいわし漁業 107,000トンの内数

病院局公告

落札者等の公告
　一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する
。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　県立宮崎病院長　嶋　本　富　博
１　落札に係る物品等の名称及び数量
　　内視鏡手術支援ロボット周辺機器　一式
２　契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地
　　県立宮崎病院医事・経営企画課財務担当
　　宮崎市北高松町５番30号
３　落札者を決定した日
　　令和７年11月18日
４　落札者の氏名及び住所
　　アイティーアイ株式会社宮崎支社
　　宮崎市清武町加納３丁目10番
５　落札金額
　　83,919,000円
６　一般競争入札の公告を行った日
　　令和７年10月６日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
落札者等の公告
　一般競争入札により落札者を決定したので、次のとおり公示する
。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　　　　　　　県立宮崎病院長　嶋　本　富　博
１　落札に係る物品等の名称及び数量
　　多目的デジタルＸ線ＴＶシステム　一式
２　契約に関する事務を担当する部局等の名称及び所在地
　　県立宮崎病院医事・経営企画課財務担当
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　　宮崎市北高松町５番30号
３　落札者を決定した日
　　令和７年11月５日
４　落札者の氏名及び住所
　　山下医科器械株式会社宮崎営業所
　　宮崎市吉村町大田ヶ島甲 401番地２
５　落札金額
　　45,644,500円
６　一般競争入札の公告を行った日
　　令和７年10月23日

選挙管理委員会告示

宮崎県選挙管理委員会告示第１号
　令和７年７月20日執行の参議院宮崎県選出議員選挙に係る候補者
の選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨について、公職選
挙法（昭和25年法律第 100号）第 192条第１項の規定により、次の
とおり公表する。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　成　合　　　修
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宮崎県選挙管理委員会告示第２号
　令和７年９月28日執行の宮崎県議会串間市選出議員補欠選挙に係
る候補者の選挙運動に関する収入及び支出の報告書の要旨について
、公職選挙法（昭和25年法律第 100号）第 192条第１項の規定によ
り、次のとおり公表する。
　　令和８年１月８日
　　　　　　　　宮崎県選挙管理委員会委員長　成　合　　　修
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内水面漁場管理委員会指示

宮崎県内水面漁場管理委員会指示第 173号
　漁業法（昭和24年法律第 267号）第 120条第１項及び第 171条第
４項の規定により、内水面第５種共同漁業権漁場における増殖につ
いて、次のとおり指示する。
　　令和８年１月８日
　　　　　　宮崎県内水面漁場管理委員会会長　安　本　潤　一
１　増殖義務
　　令和８年１月１日から同年12月31日までの間に別表１の漁業権
　者の欄に掲げる各漁業権者は、それぞれ魚種及び数量（増殖行為
　）の欄に掲げる増殖を行わなければならない。ただし、履行が困
　難な場合等にあっては、他の方法に替えることができる。
２　あゆ、こい、ふな、やまめ、おいかわ及びうぐいの増殖
　　１のただし書きにより他の方法に替える場合は、原則として放
　流に係る経費と同額相当の産卵床造成を行うものとする。
３　実施状況及び実績報告の義務
　　漁業権者は、令和８年７月31日までに、当該指示内容の実施状
　況報告書を提出するとともに、令和９年１月31日までに増殖指示
　完了報告書及び増殖を実施したことを証する書類を提出しなけれ
　ばならない。
４　その他
　　この指示の実施に関し必要な事項については、委員会が別に定
　める。
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